
平成２９年度スマホ・ケータイ人権教室実施要領

１ 目的

昨今，情報通信ネットワークの整備が進む中，携帯電話やスマートフォン

の普及が拡大し，児童生徒が犯罪やトラブルに巻き込まれる事件も増加して

いる。また，メールやＳＮＳ及び無料通信アプリ等を介したインターネット

上のいじめも社会問題となっている。そうした状況に対応するため，携帯電

話やインターネットの正しい利用方法や危険性について専門家から詳しく最

新情報を学ぶとともに，インターネットを悪用したいじめの発生防止及びい

じめを受けた場合の人権擁護機関の相談利用について，生徒やその保護者等

に周知を図ることを目的として，人権擁護機関と携帯電話会社とが連携して

人権教室を実施することとする。

２ 実施主体

株式会社ＮＴＴドコモ関西支社（以下「ＮＴＴドコモ」という。），奈良

地方法務局（以下「法務局」という。）及び奈良県人権擁護委員連合会

３ 実施対象

中学校及び高等学校の生徒とする。

なお，保護者及び教員等も参加して差し支えないものとする。

４ 実施内容

(1) スマホ・ケータイ安全教室（４０分）

株式会社ＮＴＴドコモは，ＮＴＴドコモが定めたスマホ・ケータイ安全

教室を実施する。

(2) 人権教室（１０分）

人権擁護委員は，口頭又はパワーポイントを使用し，人権教室を実施す

る。

５ 実施方法

(1) 各学校から，実施申込書（様式１）を開催予定２か月前までに，ファク



シミリにて奈良地方法務局人権擁護課宛て（０７４２－２０－３７２８）

に提出する。

(2) 申込書受領後，法務局及びＮＴＴドコモで日程調整を行い，実施の可否

を法務局から学校へ連絡する。

(3) 実施に当たっては，学校と事前に打合せを行うこととする。なお，当日

配布資料がある場合は，実施日のおおむね１週間前までに学校担当者宛て

に送付する。

(4) 講師は，ＮＴＴドコモ及び奈良県人権擁護委員連合会の双方から派遣す

る。

(5) 実施後，おおむね２週間以内にファクシミリにて，受講報告書（様式２）

を奈良地方法務局人権擁護課宛てに，また，ＮＴＴドコモが実施するアン

ケートについてはＮＴＴドコモ関西支社宛てに提出する。

(6) 実施期間については，平成３０年３月３１日までとする。

６ 問合せ先

〒630-8301 奈良市高畑町５５２番地

（奈良第二地方合同庁舎２階）

奈良地方法務局人権擁護課

ＴＥＬ：０７４２－２３－５４５７

ＦＡＸ：０７４２－２０－３７２８


